
浸水対策の推進

資料６



内水による
被害額
46％

外水等の
内水以外による
被害額
54％

福岡市の浸水被害（H15)

大都市での都市
機能のマヒ

当該都市のみならず、

日本経済全体に
大きな影響

浸水被害状況 東海豪雨時の名古屋市の浸水状況

集中豪雨の増加（全国のアメダス1300箇所より）
水害による被害額の約半分は内水
による被害

内水：下水道
外水：河川

都市の浸水対策連携

約1.2兆円約1.4兆円

平成4～13年度の10年間の合計（水害統計より）
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H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15

1時間降水量100mm以上
の年間延べ件数

1時間降水量75～100mm
の年間延べ件数

福岡市 Ｈ１１

総雨量
77mm
時間最大
153mm

１人
地下を有するビルの７１棟（店舗１２２戸）が浸水
1ｍ以上の浸水は２９棟（同64戸）

東京 Ｈ１１

総雨量
151mm
時間最大
131mm

１人 床上浸水４９３棟、停電５５１１棟

名古屋市
東海
豪雨
Ｈ１２

総雨量
617mm
時間最大
97mm

４人

地下鉄３線運転停止（最大約2日間）
で約４７万人に影響
例えば、トヨタ自動車では、グループ全体
で約1万7千台の減産

福岡市 Ｈ15

総雨量
50mm
時間最大
17mm

なし

床上浸水876戸、床下浸水850戸、
地下浸水97棟
地下鉄空港線の一部区間で２日間にわたり
約23時間運行停止し、約１０万人に影響

飯塚市 H15

総雨量
267mm
時間最大
80mm

なし 床上浸水2,128戸、床下浸水1,056戸

過去の浸水被害の状況等も踏まえて適切かつ早急な対策の実施が必要

浸水対策の推進

※福岡市・飯塚市についての総雨量は日雨量

総雨量
153mm
時間最大
77mm
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浸水対策の推進（２）

河川事業との連携や雨水貯留浸透施設の整備により、
総合的な浸水対策を推進

外
水
対
策

内
水
対
策

ハ ー ド 対 策 ソ フ ト 対 策

河　川　法

下 水 道 法 都 市 計 画 法

水　防　法

流域での雨水貯留浸透施設整備　
（河川管理者）

排水設備の貯留浸透機能の義務付け
（条例）

•　

•　

他の公共団体による費用負担•　

• 　下水の排除、処理 開発許可•　

•　河道・ダム等の洪水対策 浸水想定区域の指定•　
(洪水等の発生時対策)(洪水等の事前予防対策)

（洪水予報指定河川における外水
　のみを対象）

新　 法

特定都市河川及び特定都市河
川流域の指定　　　　　　
(大臣・都道府県知事)

•　

•　 都市洪水想定区域・都市浸水想定
区域の指定(外水及び内水を対象)

•　

•　

•　

•　

雨水浸透阻害行為に対する貯留浸透
施設設置の義務付け

既存調整池の埋立行為の届出義務・
必要な措置の勧告

地方公共団体による管理協定の締結

総合的な浸水被害対策のため
の｢流域水害対策計画｣の策定
(河川管理者・下水道管理者・
都道府県知事・市町村長)　

外
水
対
策

内
水
対
策

ハ ー ド 対 策 ソ フ ト 対 策

河　川　法

下 水 道 法 都 市 計 画 法

水　防　法

流域での雨水貯留浸透施設整備　
（河川管理者）

排水設備の貯留浸透機能の義務付け
（条例）

•　

•　

他の公共団体による費用負担•　

• 　下水の排除、処理 開発許可•　

•　河道・ダム等の洪水対策 浸水想定区域の指定•　
(洪水等の発生時対策)(洪水等の事前予防対策)

（洪水予報指定河川における外水
　のみを対象）

新　 法

特定都市河川及び特定都市河
川流域の指定　　　　　　
(大臣・都道府県知事)

•　

•　 都市洪水想定区域・都市浸水想定
区域の指定(外水及び内水を対象)

•　

•　

•　

•　

雨水浸透阻害行為に対する貯留浸透
施設設置の義務付け

既存調整池の埋立行為の届出義務・
必要な措置の勧告

地方公共団体による管理協定の締結

総合的な浸水被害対策のため
の｢流域水害対策計画｣の策定
(河川管理者・下水道管理者・
都道府県知事・市町村長)　

本法律は、都市部を流れる
河川の流域において、著しい
浸水被害が発生し、又はその
おそれがあり、かつ、河道等の
整備による浸水被害の防止が
市街化の進展により困難な
地域についてのみ適用される。

浸水被害は、同法の対象地域
以外も含め、全国で発生する
可能性がある。

下水道法上も、浸水対策を推進
するための明確な規定が必要
ではないか。

特定都市河川浸水被害対策法（平成15年法律第77号）
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現行 改正案

浸水対策の推進（３）

課題１ ＜下水道の定義＞（再掲）
下水は排除するものとされており、貯留・浸透の機能が
明示されていない。

法２条２項 下水道
・・・下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の

排水施設（後略）

課題２ ＜事業計画の認可基準＞
現行の認可基準では「浸水対策の必要性やそのレベ
ル」について考慮されていない。

法６条第１号 認可基準
・・・公共下水道の配置及び能力が当該地域における降水量、
人口その他の下水の量及び水質に影響を及ぼすおそれ
のある要因、地形及び土地の用途並びに下水の放流先
の状況を考慮して適切に定められていること。

下水道の定義の中で、貯留・浸透機能を明記する
必要があるのではないか。

法２条２項 下水道
・・・下水を排除し、又は一時的に貯留し、若しくは地下に浸
透させるために設けられる排水管、排水渠、貯留施設、

浸透施設その他の排水施設（後略）

公共下水道及び流域下水道の配置及び能力が「浸
水被害の発生の状況」が考慮されたものとなってい
るかどうかについて審査する必要があるのではない
か。

法６条第１号 認可基準
・・・公共下水道の配置及び能力が当該地域における降水量、
人口その他の下水の量及び水質に影響を及ぼすおそれ
のある要因、地形及び土地の用途並びに下水の放流先

の状況及び浸水被害の発生の状況を考慮して適切に定

められていること。
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都道府県による広域的な都市浸水対策について

市町村の区域内に適当な排水先がない等の理由により、市町村単独では効果的な浸水対策を講
じることが困難な場合がある。

このため、京都府桂川右岸流域下水道や東京都多摩川上流流域下水道では、流域下水道事業と
して都府が広域的な雨水幹線を整備している。

青梅市
510ha

羽村市
527ha

福生市
156ha

多摩川

多摩川上流雨水幹線の事例

多摩川上流雨水幹線

L=7.30km、φ3.75m～φ6.50m
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都道府県による広域的な都市浸水対策を推進する上での課題－その１－

＜現行法における都道府県による都市浸水対策のための事業手法＞

○ 流域下水道事業による整備（下水道法第２５条の２第１項）

○ 都市下水路事業による整備（下水道法第２６条第２項）

下水道法（昭和３３年法律第７９号）－抄－

第２条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

四 流域下水道 もっぱら地方公共団体が管理する下水道により排除される下水を受けて、これを排除し、及び処理するために地方
公共団体が管理する下水道で、２以上の市町村の区域における下水を排除するものであり、かつ、終末処理場を有するものをいう。

第２５条の２ 流域下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、都道府県が行うものとする。

２ 略

＜課題１＞

現在の流域下水道の定義から、雨水幹線のみを整備する流域下水道の実施はできない。

（下水道法第２条第４号）

５



都道府県による広域的な都市浸水対策を推進する上での課題－その２－

＜課題２＞

○ 都市下水路事業は、公共下水道未着手の地域において、既存の排水路や小河川を指定・活用し
て、その流下能力を向上させ、又は維持することが前提の事業（下水道法第２７条）。

○ 公共下水道の着手・未着手に関わらず、広域的な都市浸水対策が必要な地域は存在。

○ また、既存の排水系統を前提とした都市下水路事業による広域的な都市浸水対策には限界。

流域下水道の定義を改正し、広域的な雨水幹線のみを整備・管理する事業を「流域下水
道事業」 （終末処理場を有しない流域下水道）として実施できるようにすべき

下水道法（昭和３３年法律第７９号）－抄－

第２条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

三 公共下水道 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場を有するもの
又は流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のものをいう。

五 都市下水路 主として市街地における下水を排除するために地方公共団体が管理している下水道（公共下水道及び流域下水道を除く。）
で、その規模が政令で定める規模以上のものであり、かつ、当該地方公共団体が第２７条の規定により指定したものをいう。

第２６条 都市下水路の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、市町村が行うものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、都道府県は、２以上の市町村が受益し、かつ、関係市町村のみでは管理することが困難であると認められる場合
においては、関係市町村と協議して、当該都市下水路の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行うことができる。この場合において、関係市
町村が協議に応じようとするときは、あらかじめその議会の議決を経なければならない。

第２７条 前条の規定により都市下水路を管理する者（以下「都市下水路管理者」という。）は、下水道を都市下水路として指定するときは、都市
下水路となるべき下水道の区域を公示し、かつ、これを表示した図面を当該都市下水路管理者である地方公共団体の事務所において一般の
縦覧に供しなければならない。公示した事項を変更するときも、同様 とする。

２ 略
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